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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像から複数の被写体を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された複数の被写体それぞれについて、撮影パラメータの設定
を指示するための表示アイテムを、対応する被写体の位置に応じた位置に、前記撮像手段
により撮像された画像と共に表示するように制御する表示制御手段と、
　前記表示制御手段の制御により表示される複数の表示アイテムのうち、１つの表示アイ
テムを選択して撮影パラメータを設定する設定手段と
　前記設定手段により選択された表示アイテムに対して設定された撮影パラメータを用い
て、前記撮像手段により撮像された画像に対する処理を実行する画像処理手段と、
を有し、
　前記表示制御手段は、前記検出手段により検出された被写体の数に応じて、表示させる
表示アイテムの大きさを決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記検出手段で検出された被写体の画面内の位置に応じて、前記
被写体と該被写体に対応する表示アイテムの位置関係を決定して前記表示アイテムを表示
させるように制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記検出手段で検出された被写体が複数である場合、各被写体に
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表示する表示アイテムが重ならないように制御することを特徴とする請求項１または２に
記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、被写体として顔を検出することを特徴とする請求項１ないし３のいず
れか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記パラメータは、露出を制御するパラメータ、色調整を制御するパラメータ、ゲイン
を調整するパラメータ、フォーカス位置を調整するパラメータのうちの少なくとも１つで
あることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　タッチパネルを有し、
　前記表示制御手段は、前記タッチパネルに前記撮像手段により撮像された画像および前
記表示アイテムを表示させるように制御し、
　前記タッチパネルへの操作に応じて、前記設定手段により撮影パラメータが設定される
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記検出手段で検出された被写体の画面内の位置に応じて、前記
表示アイテムを回転させて表示するように制御することを特徴とする請求項１ないし６の
いずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記画像処理手段は、前記設定手段により選択された表示アイテムに対応する被写体に
対して、前記設定手段により設定された撮影パラメータが適応されるように、前記撮像手
段により撮像された画像に対する処理を実行することを特徴とする請求項１ないし７のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記検出手段により検出された被写体以外の背景に対する撮影パ
ラメータを設定するための表示アイテムを更に表示させるように制御し、
　前記画像処理手段は、前記背景に対する撮影パラメータを設定するための表示アイテム
が選択されて前記設定手段により撮影パラメータが設定された場合は、前記検出手段によ
り検出された被写体以外の背景に対して、前記設定された撮影パラメータが適応されるよ
うに、前記撮像手段により撮像された画像に対する処理を実行することを特徴とする請求
項１ないし８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　撮像手段を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記撮像手段により撮像された画像から複数の被写体を検出する検出工程と、
　前記検出工程で検出された複数の被写体それぞれについて、撮影パラメータの設定を指
示するための表示アイテムを、対応する被写体の位置に応じた位置に、前記撮像手段によ
り撮像された画像と共に表示手段に表示させる表示工程と、
　前記表示手段に表示された複数の表示アイテムのうち、ユーザに１つの表示アイテムを
選択させて、選択された表示アイテムを用いて撮影パラメータを設定させる設定工程と
前記設定工程で選択された表示アイテムに対して設定された撮影パラメータを用いて、前
記撮像手段により撮像された画像に対する処理を実行する画像処理工程と、
を有し、
　前記表示工程では、前記検出工程で検出された被写体の数に応じて、表示させる表示ア
イテムの大きさを決定することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、特に、撮影パラメータを設定可能な撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラ又はデジタルビデオカメラ等の撮像装置では、撮影者がビューフ
ァインダに表示される画像を見ながら露出、ホワイトバランス、ゲイン等の各種撮影パラ
メータをマニュアルで調整できる機能が多く設けられている。また、画面全体だけでなく
複数の一部領域、例えば顔に対して撮影パラメータの調整を行い、その画像をビューファ
インダに表示する機能も数多く存在する。さらに、検出された顔に対して１つの撮影パラ
メータを数段階振ったものを撮影するブラケット撮影手法も特許文献１に開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１０９５５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、撮影パラメータを調整する対象領域が複数存在する場合、撮影者はどの
領域に対して調整を行っているのかが分かりにくいという課題がある。
【０００５】
　そこで本発明は、撮影されている画像が表示される表示画面内の一部領域に対して撮影
パラメータを調整する際に、撮影者にとってどの領域のパラメータを調整しているか容易
に認識可能な撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的を達成するため、本発明の撮像装置は、
　撮像手段と、前記撮像手段により撮像された画像から複数の被写体を検出する検出手段
と、前記検出手段により検出された複数の被写体それぞれについて、撮影パラメータの設
定を指示するための表示アイテムを、対応する被写体の位置に応じた位置に、前記撮像手
段により撮像された画像と共に表示するように制御する表示制御手段と、前記表示制御手
段の制御により表示される複数の表示アイテムのうち、１つの表示アイテムを選択して撮
影パラメータを設定する設定手段と前記設定手段により選択された表示アイテムに対して
設定された撮影パラメータを用いて、前記撮像手段により撮像された画像に対する処理を
実行する画像処理手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記検出手段により検出された
被写体の数に応じて、表示させる表示アイテムの大きさを決定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、撮影されている画像が表示される表示画面内の一部領域に対して撮影
パラメータを調整する際に、撮影者にとってどの領域のパラメータを調整しているか容易
に認識可能な撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】デジタルカメラの外観図である
【図２】デジタルカメラ１００の構成例を示すブロック図
【図３】第１の実施例におけるフローチャートである
【図４】調整ボタンの表示図である
【図５】調整ボタンの表示図である
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　［実施例１］
　本発明を実施するための形態を図１から図８を用いて説明する。
【００１０】
　第１の実施形態は、画像内の顔を検出して、検出した顔の付近に露出を調整する撮影パ
ラメータ調整ボタンを表示する形態を説明する。
【００１１】
　図１は撮像装置、図２は撮像装置内部の構成、図３はフローチャート、図４、図５が実
際の表示形態である。
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１３】
　図１に本発明の撮像装置の一例としてのデジタルカメラの外観図を示す。表示部２８は
画像や各種情報を表示する表示部である。この表示部の表示画面内に撮像部２２から得ら
れた画像と撮影パラメータ調整ボタンが表示されることになる。シャッターボタン６１は
撮影指示を行うための操作部である。モードダイアル６０は各種モードを切り替えるため
の操作部である。操作部７０はユーザーからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタ
ン、タッチパネル等の操作部材より成る操作部であり、この操作部７０から各種撮影パラ
メータを調整することが可能となる。コントローラーホイール７３は操作部７０に含まれ
る回転操作可能な操作部材である。７２は電源スイッチであり、電源オン、電源オフを切
り替える。記録媒体２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒
体スロット２０１に格納された記録媒体２００は、デジタルカメラ１００との通信が可能
となる。蓋２０２は記録媒体スロット２０１の蓋である。
【００１４】
　図２は、本実施形態によるデジタルカメラ１００の構成例を示すブロック図である。図
２において、１０３はフォーカスレンズを含む撮影レンズ、１０１は絞り機能を備えるシ
ャッター、２２は光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ素子等で構成される撮像
部である。２３はＡ／Ｄ変換器であり、アナログ信号をデジタル信号に変換する。Ａ／Ｄ
変換器２３は、撮像部２２から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換するために
用いられる。１０２はバリアであり、デジタルカメラ１００の、撮影レンズ１０３を含む
撮像部を覆うことにより、撮影レンズ１０３、シャッター１０１、撮像部２２を含む撮像
系の汚れや破損を防止する。
【００１５】
　２４は画像処理部であり、Ａ／Ｄ変換器２３からのデータ、又は、メモリ制御部１５か
らのデータに対し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また
、画像処理部２４では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得られた
演算結果に基づいてシステム制御部５０が露光制御、測距制御を行う。また、画像処理部
２４は本撮像装置に入力された画像から顔検出を行う。ただし、顔検出の手法は公知の手
法を使うこととして、本実施例では手法は問わない。また、この他に、ＴＴＬ（スルー・
ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラ
ッシュプリ発光）処理が行われる。画像処理部２４では更に、撮像した画像データを用い
て所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワ
イトバランス）処理も行っている。さらに、各種撮影パラメータを調整する調整ボタンを
表示部２８に表示する制御もこのシステム制御部５０で行う。
【００１６】
　Ａ／Ｄ変換器２３からの出力データは、画像処理部２４及びメモリ制御部１５を介して
、或いは、メモリ制御部１５を介してメモリ３２に直接書き込まれる。メモリ３２は、撮
像部２２によって得られＡ／Ｄ変換器２３によりデジタルデータに変換された画像データ
や、表示部２８に表示するための画像データを格納する。メモリ３２は、所定枚数の静止
画像や所定時間の動画像および音声を格納するのに十分な記憶容量を備えている。
【００１７】
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　また、メモリ３２は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねている。１３はＤ／Ａ
変換器であり、メモリ３２に格納されている画像表示用のデータをアナログ信号に変換し
て表示部２８に供給する。こうして、メモリ３２に書き込まれた表示用の画像データはＤ
／Ａ変換器１３を介して表示部２８により表示される。表示部２８は、ＬＣＤ等の表示器
上に、Ｄ／Ａ変換器１３からのアナログ信号に応じた表示を行う。
【００１８】
　不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ
等が用いられる。不揮発性メモリ５６には、システム制御部５０の動作用の定数、プログ
ラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種フロー
チャートを実行するためのプログラムのことであり、このフローチャートは図３から図８
を用いて後述する。
【００１９】
　５０はシステム制御部であり、デジタルカメラ１００全体を制御する。前述した不揮発
性メモリ５６に記録されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を
実現する。５２はシステムメモリであり、ＲＡＭが用いられる。システムメモリ５２には
、システム制御部５０の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ５６から読み出したプログ
ラム等を展開する。また、システム制御部はメモリ３２、Ｄ／Ａ変換器１３、表示部２８
等を制御することにより表示制御も行う。
【００２０】
　モード切替スイッチ６０、第１シャッタースイッチ６２、第２シャッタースイッチ６４
、操作部７０はシステム制御部５０に各種の動作指示を入力するための操作手段である。
【００２１】
　モード切替スイッチ６０は、システム制御部５０の動作モードを静止画記録モード、動
画記録モード、再生モード等のいずれかに切り替える。第１シャッタースイッチ６２は、
デジタルカメラ１００に設けられたシャッターボタン６１の操作途中、いわゆる半押し（
撮影準備指示）でＯＮとなり第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１を発生する。第１シャッ
タースイッチ信号ＳＷ１により、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理
、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作を
開始する。
【００２２】
　第２シャッタースイッチ６４は、シャッターボタン６１の操作完了、いわゆる全押し（
撮影指示）でＯＮとなり、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を発生する。システム制御
部５０は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮像部２２からの信号読み出しか
ら記録媒体２００に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始する。
【００２３】
　操作部７０の各操作部材は、表示部２８に表示される種々の機能アイコンを選択操作す
ることなどにより、場面ごとに適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作用する
。機能ボタンとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャンプボタ
ン、絞込みボタン、属性変更ボタン等がある。また、本実施例ではこれらのボタンの他に
露出調整ボタンが表示され、その露出調整ボタンを操作することで、画像の露出を変化さ
せることができる。
【００２４】
　コントローラホイール７３は、操作部７０に含まれる回転操作可能な操作部材であり、
方向ボタンと共に選択項目を指示する際などに使用される。コントローラホイール７３を
回転操作すると、操作量に応じて電気的なパルス信号が発生し、このパルス信号に基づい
てシステム制御部５０はデジタルカメラ１００の各部を制御する。このパルス信号によっ
て、コントローラホイール７３が回転操作された角度や、何回転したかなどを判定するこ
とができる。なお、コントローラホイール７３は回転操作が検出できる操作部材であれば
どのようなものでもよい。例えば、ユーザの回転操作に応じてコントローラホイール７３
自体が回転してパルス信号を発生するダイヤル操作部材であってもよい。また、タッチセ
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ンサよりなる操作部材で、コントローラホイール７３自体は回転せず、コントローラホイ
ール７３上でのユーザの指の回転動作などを検出するものであってもよい（いわゆる、タ
ッチホイール）。
【００２５】
　８０は電源制御部であり、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを
切り替えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の
検出を行う。また、電源制御部８０は、その検出結果及びシステム制御部５０の指示に基
づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体２００を含む
各部へ供給する。
【００２６】
　３０は電源部であり、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉ
ＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる。１８はメモリカードやハ
ードディスク等の記録媒体２００とのインターフェースである。記録媒体２００は、メモ
リカード等の記録媒体であり、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される。
【００２７】
　図３は、本実施形態のフローチャートである。本フローチャートの動作はシステム制御
部５０で動作するプログラムであり、Ｓ３００がプログラムの開始、Ｓ３１２がプログラ
ムの終了を意味する。図４から図８は表示部２８に表示される画像と露出調整ボタンであ
り、ステップ毎の動作と図４から図８を例にとり説明する。
【００２８】
　Ｓ３０１において、本撮像装置にレンズ１０３を通した入力された光信号は、撮像部２
２で電気信号へ変換、２３でＡ／Ｄ変換を行い画像信号として入力され、その画像はメモ
リ３２に保持される。
【００２９】
　Ｓ３０２において、画像処理部２４はメモリ３２に保持された画像に対して顔検出を行
う。顔が検出されたら、Ｓ３０３へ移行し検出した顔の位置情報をシステム制御部５０に
渡しＳ３０４に移行する。顔が検出されなければ、Ｓ３０８に移行して現在の露出画像を
表示部２８に表示する。
【００３０】
　Ｓ３０４において、システム制御部５０は、画像４００を入力画像とすると、画像４１
０の４１２のように検出した画像に対して顔枠が表示部２８に表示するように制御し、Ｓ
３０５へ移行する。
【００３１】
　Ｓ３０５において、システム制御部５０は、画像４２０の４２３の様に検出した顔の付
近に露出調整ボタン４２３を表示部２８に表示するように制御し、Ｓ３０６へ移行する。
露出調整ボタン４２３は、検出した顔と所定の位置関係となるように表示位置が決定され
る。
【００３２】
　Ｓ３０６において、システム制御部５０は、ユーザが操作部７０を経由して露出調整ボ
タンを操作したかの判断を行う。ユーザが調整ボタンを動作させた時、Ｓ３０７に移行し
て、内部の露出は調整された露出に変更を行い、画像処理部２４で画像処理を行った画像
を生成し、Ｓ３０９に移行する。４２３の露出調整ボタンは右側が露出段数を上げる（明
るくする）、左側が露出段数を下げる（暗くする）ことを意味する。ユーザが調整ボタン
を動作させなかった時、Ｓ３０８に移行して、内部の露出は現在の露出段数のままで、画
像処理部２４で画像処理を行った画像を生成してＳ３０９に移行する。
【００３３】
　Ｓ３０９において、システム制御部５０は、現在の露出段数で画像処理された画像を表
示部２８に表示するように制御し、Ｓ３１０に移行する。
【００３４】
　Ｓ３１０において、システム制御部５０は、シャッターボタン６４を経由してシャッタ
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ーを押したかどうかの判断を行う。ユーザがシャッターボタンを押した場合、Ｓ３１１に
移行して、現在の露出段数で実際の記録を行い、処理を終了する。ユーザがシャッターボ
タンを押さなかった場合、Ｓ３０１に移行して、本撮像装置に次の画像の入力を行い、上
記ステップを繰り返す。
【００３５】
　以上が、本実施形態の基本動作である。
【００３６】
　なお、検出した顔付近に露出調整ボタンを表示することは図４に示した例以外に以下の
形態でも良い。
【００３７】
　図５―Ａは、画像内で検出した顔が複数する場合、５０３、５０６のように検出したそ
れぞれの顔付近に調整ボタンを表示するようにし、さらに各々の調整ボタンが重ならない
ようにする。そして、Ｓ３０７で実行される画像処理は、ユーザに操作されて選択された
調整ボタンに対応する顔に対して、調整ボタンで設定された露出段数が適応されるように
画像処理が実行される。つまり、選択された顔について、露出が
　図５－Ｂも、画像内で検出した顔が複数存在する場合であるが、その場合、撮影者が操
作部７０経由で指定した顔５１５のみに調整ボタン５１６を表示することも可能である。
全ての顔に露出調整ボタンが出てしまうと、画面上に調整ボタンだらけとなり、扱いにく
くなってしまうが、このようにすることで撮影者が露出調整を行いたい被写体のみを調整
することが可能となる。また、図示していないがカメラ内部で主被写体を検出して、主被
写体の顔のみに調整ボタンを表示することや、顔認識機能を有してあらかじめ登録してお
いた顔と認識すれば、その顔のみに調整ボタンを表示しても良い。
【００３８】
　図５－Ｃは、画像内で検出した顔の位置に応じて調整ボタンの表示位置を変えている。
つまり、検出した顔の表示画面内の位置と、調整ボタンの位置関係が予め決められた位置
関係になるように調整ボタンが表示される。４２０では検出した顔の上部に調整ボタン４
２３を表示していたが、画像５２０のように、検出した顔が画面の上部にあった場合、調
整ボタンを顔の上部に表示するスペースが存在しない。その場合、調整ボタンは５２３の
ように検出した顔の下部に表示するようにする。また、画像５３０のように検出した顔が
画面の左上にあった場合、調整ボタンを顔の上部、下部に表示するスペースが存在しない
。その場合、調整ボタンは５３３のように上下方向のボタンとして表示する。この場合、
予め、上下方向のボタンを用意しておいてもよいし、左右方向のボタンを回転させて表示
させてもよい。
【００３９】
　また、顔の数が多い場合は調整ボタンの大きさを小さくし、顔の数が少ない場合は調整
ボタンの大きさを大きくしたりして、検出した顔の数によって、異なる大きさの調整ボタ
ンを表示させるようにしてもよい。
【００４０】
　今までは、顔を基準に説明してきたが、当然顔以外の被写体でも構わない。また、図５
－Ｅのように、顔と顔以外の背景としても良く、画像５４０において５４３が検出した顔
に対する調整ボタン、５４４が顔以外の背景に対する調整ボタンとして表示する。５４４
が選択されて露出段数が設定された場合は、顔以外、つまり被写体以外の背景に対して、
設定された露出段数が適応されるように画像処理が実行される。
【００４１】
　また、図示していないが、これら以外に撮影者が指示した任意の領域や、カメラ内部で
最暗部領域と最明部を自動的に検出し、その領域の上に調整ボタンを表示しても良い。
【００４２】
　さらに、調整ボタンによる調整は調整部７０からのダイヤル操作だけでなくタッチパネ
ルを用いた調整手段であっても良い。
【００４３】
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　なお、本実施例ではユーザが調整可能なカメラの撮影パラメータとして露出を例にとっ
たが、ホワイトバランス、色調整、フォーカス位置、ゲイン等の調整を行うものであって
も良い。また、調整用の表示アイテムとして、ボタンを例に説明したが、ボタンではなく
、バー表示など他の形状の表示アイテムを表示させてもよい。
【００４４】
　本実施例では、本発明を適応したデジタルカメラについて説明したが、デジタルカメラ
単体ではなく、デジタルカメラと情報処理装置や表示装置等を接続したカメラシステムに
おいて本発明を実現してもよい。
【００４５】
　［その他の実施形態］
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。上述の実施形態の一部を適宜組み合わせてもよい。
【００４６】
　また、上述の実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直
接、或いは有線／無線通信を用いてプログラムを実行可能なコンピュータを有するシステ
ム又は装置に供給し、そのプログラムを実行する場合も本発明に含む。
【００４７】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。
【００４８】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【００４９】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、ハードディスク、磁気テープ
等の磁気記録媒体、光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリでもよい。
【００５０】
　また、プログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上のサーバに本発明
を形成するコンピュータプログラムを記憶し、接続のあったクライアントコンピュータが
コンピュータプログラムをダウンロードしてプログラムするような方法も考えられる。
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